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令和５年 第３回委員会会議録 

１ 開催年月日 令和５年２月６日（月） 

２ 開閉会時刻 開会：午前10時30分 閉会：午前11時30分 

３ 場   所 福岡市選挙管理委員室 

４ 出席委員  稲員委員長、大石委員長職務代理者、江藤委員、石井委員 

５ 事務局職員 事務局長、選挙課長、庶務係長、選挙係長 

６ 傍 聴 者 なし 

７ 議   題 

（１）議案 

  議案第１号 福岡市長選挙における選挙運動に関する収支報告書の要旨の公表につい 

       て 

  議案第２号 福岡市議会議員一般選挙に用いる投票用紙の様式について 

  議案第３号 福岡市議会議員一般選挙に用いる仮投票用封筒、不在者投票用外封筒、 

郵便等による不在者投票用外封筒、特定国外派遣組織に属する選挙人の不 

在者投票用外封筒に押すべき印について 

  議案第４号 福岡市議会議員一般選挙における印影印刷用公印の使用について 

  議案第５号 福岡市議会議員一般選挙における公営ポスター掲示場の区画数について 

  議案第６号 福岡市議会議員一般選挙において公営ポスター掲示場にポスターを掲示 

することができる日について 

（２）報告事項 

  ① 福岡県議会議員一般選挙に係る地方書記室の設置について  

  ② 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類に表示する証票の交付 

状況について 

（３）その他 

次回以降の委員会の開催予定日時 

・令和５年２月20日（月）午前10時30分 

・令和５年３月６日（月）午前10時30分 

・令和５年３月20日（月）午前10時30分 



８ 議事次第（○：出席委員、▲：事務局職員） 

（１）議案 

    議案第１号から第６号について、事務局から説明を行い、審議の結果、出席委員 

の全会一致で可決された。 

（２）報告事項 

報告事項について、事務局から資料の説明・報告を行った。 

（３）その他 

   ・次回以降の委員会の開催日時は、資料記載のとおり決定した。 

【質疑等】 

    ○ 議案第１号について、髙島候補から提出された収支報告書はなぜ４回に分け 

て提出されているのか。 

▲ 髙島候補からは、12月５日に１回目の報告を受けている。公職選挙法第189条 

第１項第２号にて、「前号の精算届出後になされた寄附及びその他の収入並び 

に支出については、その寄附及びその他の収入並びに支出がなされた日から７ 

日以内に提出しなければならない」と規定されていることから、12月５日以降 

に支出があったものについては、都度報告する必要があるため、４回に分かれ 

ているもの。 

    ○ 議案第３号について、仮投票用封筒とあるが、仮投票とはどういったものか。 

    ▲ 仮投票は、二重投票の恐れがある場合に用いる投票方法であり、例えば、施 

設での不在者投票を行うため投票用紙の請求を行っていた方が、当日投票所に 

来られた場合に、投票用紙を交付済みのため投票を拒否したものの、本人から 

投票したい旨の申し出があった場合に、投票管理者の判断で仮に投票させると 

いったものである。なお、受理するかどうかは開票管理者の判断による。 

    ○ 過去の選挙において、どれくらいの実績があるのか。 

    ▲ 選挙によってはない場合もあるが、全く実績がないわけでもない。 

    ○ 不在者投票および郵便等による不在者投票を行いたい場合は名簿登録地の 

区の選挙管理委員会に申し出る必要があるのか。 

    ▲ お見込みのとおりである。(郵便等投票で代理申請する場合、一定の要件あり) 

    ○ ポスター掲示場の設置費用が高騰していると聞いている。予算の確保につい 

ては問題ないのか。 

    ▲ 予算の高騰を考慮し予算要求しているため、不足するといったことはない。 



   ○ これまでの選挙において、ポスター掲示場の区画数が不足するといったこと 

はなかったのか。 

    ▲ 過去、不足したということはない。不足しないよう検討したうえで決定して 

いるもの。 

    ○ 地方書記室を設置するにあたって、職員を新たに配置することがあるのか。 

兼務発令といった形をとるのか。 

    ▲ 地方書記室の設置については、兼務発令にて対応している。 

    ○ １月25日に、一昨年10月の衆議院選挙の「１票の格差」問題で最高裁判所は 

合憲との判断を下したが、全国で訴訟が起こされるこのような状態が続くとい 

うことは、国民の意見をないがしろにするものである。１票の価値を公平なも 

のとするためにも、比例代表制や中選挙区制など公職選挙法の見直しについて 

地方からも訴えていくべきである。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


